
第６回 共同実施事業管理委員会 パラリンピック作業部会 

議事要旨 

 

日時：令和元年 12月 17日（火）15：30～18：15  

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 A-1 会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 ※（１）から（４）は第 49 回東京都作業部会との合同開催 

（１）V4 予算（大会経費）における共同実施事業等について 

＜説明・確認＞ 

・資料 19について事務局から説明。 

＜質疑、意見など＞ 

・確認表などで、「現時点では大会経費の都の枠内であることを確認でき

ないため組織委員会負担とする。」となっていたものは、V4 で解消され

るという認識でよいか。 

⇒基本的に解消される。 

・都・国合計で会場関係 400 億円・大会関係 200 億円というパラリンピッ

ク経費の内訳に変更はないか。 

⇒変わっていない。大会のために東京都が直接実施する事業や輸送、セ

キュリティの基盤など、都市運営の観点が強い事業は、パラ経費の対

象としていない。 

 

（２）令和元年度第 2四半期の実績報告について 

（３）令和元年度共同実施事業の変更交付申請について 

（４）共同実施事業の令和 2 年度予算について 

＜説明・確認＞ 

・資料 20-1から資料 22について事務局から説明。 

 

＜質疑、意見など＞ 

・令和 2 年度予算で、全部終わるということでよいか。 

⇒その通り。 

・パラリンピック経費は、都・国合計でちょうど 600億円になるのか。 

⇒その通り。 

 

（５）令和元年度分共同実施事業の確認について 
  

  ＜説明・確認＞ 



・令和元年度分共同実施事業のパラリンピック経費について、資料 23「令

和元年度（パラリンピック経費）」を用いて事務局から説明。 

・「パラリンピック経費の基本的な考え方について」に基づき、該当事業

を確認。 

 

＜質疑、意見など＞ 

・一部の事業については、委員から以下の意見があった。 

オリンピック経費・パラリンピック経費の按分比率見直し 

 （競技種別数按分と開催日数按分の選択等） 

パラリンピック経費対象とするかを確認して判断 

 （経費の内訳確認等） 

 各事業についての具体的な意見等は、以下のとおり。 

・「プロジェクトマネジメント」について、按分の会場数が昨年度と違っ

ている。 

⇒同じ契約だが、年度によって対象会場数字が異なっている。通常は 45

会場だが、今年は対象施設として選手村を抜いた 44 会場となってい

る。 

・「チケットサイトへのサイバー攻撃対処の業務委託」について、チケッ

トサイトにかかるもののため、対象外ではないか。 

⇒チケットサイトだけでなく全体のセキュリティに波及するものと考

えている。次回部会時に整理したい。 

・「お台場海浜公園の水域水質対策施設の設計」について、水中スクリー

ンはオープンウォータースイミングでも使うため、競技数の 1:1 で按

分したうち、日数按分の 13/30しかパラでは見られないのではないか。 

⇒お台場海浜公園はオリパラ共通会場であり、同一会場で複数競技が行

われるものについては、基本的に 13/30 のみで按分している。 

 

３ 意見交換 

・会計検査院の検査結果を踏まえ、オリンピック経費とパラリンピック経

費の適切な案分方法について十分に検討すべきであったと認められる

２件について、今後当該経費の金額、返還方法を調整していきたい。 

 

４ 閉会 


